
10

議
案
第
３
４
号

　
　
鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
基
金
条
例
（
平
成
19
年
鳥
取
県
条
例
第
10
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

名
称

設
置
目
的

積
立
て

運
用
益
金

の
整
理
又

は
処
理

処
分
事
由

　
略

15
　
鳥

　
取
県

　
森
林

　
環
境

　
保
全

　
基
金

　
鳥
取
県
税

条
例
の
規
定

に
よ
り
森
林

環
境
の
保
全

に
資
す
る
た

め
加
算
さ
れ

た
県
民
税
を

森
林
環
境
の

保
全
及
び
森

林
を
全
て
の

県
民
で
守
り

育
て
る
意
識

の
醸
成
に
資

す
る
施
策
に

要
す
る
費
用

に
充
て
る
こ

と
。

鳥
取
県

税
条
例

第
53
条

の
19
及

び
第
53

条
の
20

の
規
定

に
よ
る

加
算
額

に
係
る

収
納
額

に
相
当

す
る
額

か
ら
賦

課
徴
収

に
要
す

る
費
用

を
控
除

し
て
得

(１
)　
一
般

会
計
歳

入
歳
出

予
算
に

計
上
し

て
、
当

該
基
金

の
設
置

目
的
を

達
成
す

る
た
め

に
必
要

な
経
費

の
財
源

に
充
当

(２
)　
(１
)

  
 の
ほ
か
、

一
般
会

計
歳
入

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

名
称

設
置
目
的

積
立
て

運
用
益
金

の
整
理
又

は
処
理

処
分
事
由

　
略

15
　
鳥

　
取
県

　
森
林

　
環
境

　
保
全

　
基
金

　
鳥
取
県
税

条
例
の
規
定

に
よ
り
森
林

環
境
の
保
全

に
資
す
る
た

め
加
算
さ
れ

た
県
民
税
を

森
林
環
境
の

保
全
及
び
森

林
を
す
べ
て

の
県
民
で
守

り
育
て
る
意

識
の
醸
成
に

資
す
る
施
策

に
要
す
る
費

用
に
充
て
る

こ
と
。

鳥
取
県

税
条
例

第
53
条

の
19
及

び
第
53

条
の
20

の
規
定

に
よ
る

加
算
額

に
係
る

収
納
額

に
相
当

す
る
額

か
ら
賦

課
徴
収

に
要
す

る
費
用

を
控
除

し
て
得

(１
)　
一
般

会
計
歳

入
歳
出

予
算
に

計
上
し

て
、
当

該
基
金

の
設
置

目
的
を

達
成
す

る
た
め

に
必
要

な
経
費

の
財
源

に
充
当

(２
)　
(１
)

  
 の
ほ
か
、

一
般
会

計
歳
入

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。

議
案
第
３
４
号

　
　
鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の

議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
26
年
２
月
18
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
基
金
条
例
（
平
成
19
年
鳥
取
県
条
例
第
10
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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た
額
の

う
ち
、

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

　
歳
出
予

　
算
に
計

　
上
し
て

　
基
金
に

　
積
立
て

た
額
の

う
ち
、

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

　
歳
出
予

　
算
に
計

　
上
し
て

　
基
金
に

　
積
立
て

16
　
鳥

　
取
県

　
障
害

　
者
自

　
立
支

　
援
対

　
策
臨

　
時
特

　
例
基

　
金

　
障
害
者

の
日
常
生
活

及
び
社
会

生
活
を
総
合

的
に
支
援

す
る
た
め
の

法
律
(平
成

17
年
法
律
第

12
3号
。
以

下
「
障
害
者

総
合
支
援

法
」
と
い

う
。
)に
基
づ

く
制
度
の
円

滑
な
運
営
及

び
福
祉
・
介

護
人
材
の
確

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

一
般
会
計

歳
入
歳
出

予
算
に
計

上
し
て
当

該
基
金
に

積
立
て
　

　
県
又
は
市
町
村

が
行
う
次
の
事
業

の
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。

(１
)　
障
害
者
総

合
支
援
法
に
よ

る
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
事
業
者

に
対
す
る
運
営

の
安
定
化
等
を

図
る
措
置
の
た

め
の
事
業

(２
)　
障
害
者
総

合
支
援
法
に
よ

る
新
し
い
事
業
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保
を
図
る
こ

と
。

　
体
系
へ
の
移
行

等
の
た
め
の
円

滑
な
実
施
を

図
る
措
置
の

た
め
の
事
業

(３
)　
福
祉
・
介

護
人
材
の
緊
急

的
な
確
保
を

図
る
措
置
の

た
め
の
事
業

(４
)　
そ
の
他
障

害
者
総
合
支
援

法
及
び
福
祉
・

介
護
人
材
の
確

保
対
策
の
円
滑

な
実
施
の
た
め

に
緊
急
に
必
要

と
さ
れ
る
事
業

17
　
鳥

取
県

こ
ど

も
未

　
来
基

　
金

　
未
来
を
担

う
子
ど
も
の

健
や
か
な
成

長
に
資
す
る

施
策
の
た
め

県
に
寄
附
さ

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

一
般
会
計

歳
入
歳
出

予
算
に
計

上
し
て
当

該
基
金
に

積
　立

　て

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

次
の
経
費
の
財
源

に
充
て
る
と
き
。

(１
)　
子
ど
も
（
お

16
　
鳥

取
県

こ
ど

も
未

　
来
基

　
金

　
未
来
を
担

う
子
ど
も
の

健
や
か
な
成

長
に
資
す
る

施
策
の
た
め

県
に
寄
附
さ

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

一
般
会
計

歳
入
歳
出

予
算
に
計

上
し
て
当

該
基
金
に

積
　立

　て

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

次
の
経
費
の
財
源

に
充
て
る
と
き
。

(１
)　
子
ど
も
（
お

た
額
の

う
ち
、

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

　
歳
出
予

　
算
に
計

　
上
し
て

　
基
金
に

　
積
立
て

た
額
の

う
ち
、

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

　
歳
出
予

　
算
に
計

　
上
し
て

　
基
金
に

　
積
立
て

16
　
鳥

　
取
県

　
障
害

　
者
自

　
立
支

　
援
対

　
策
臨

　
時
特

　
例
基

　
金

　
障
害
者

の
日
常
生
活

及
び
社
会

生
活
を
総
合

的
に
支
援

す
る
た
め
の

法
律
(平
成

17
年
法
律
第

12
3号
。
以

下
「
障
害
者

総
合
支
援

法
」
と
い

う
。
)に
基
づ

く
制
度
の
円

滑
な
運
営
及

び
福
祉
・
介

護
人
材
の
確

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

一
般
会
計

歳
入
歳
出

予
算
に
計

上
し
て
当

該
基
金
に

積
立
て
　

　
県
又
は
市
町
村

が
行
う
次
の
事
業

の
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。

(１
)　
障
害
者
総

合
支
援
法
に
よ

る
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
事
業
者

に
対
す
る
運
営

の
安
定
化
等
を

図
る
措
置
の
た

め
の
事
業

(２
)　
障
害
者
総

合
支
援
法
に
よ

る
新
し
い
事
業
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れ
た
寄
附
金

を
、
当
該
施

策
の
実
施
に

要
す
る
経
費

に
充
て
る
こ

と
。

　
お
む
ね
18
歳
以

下
の
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の

読
書
環
境
の
充

実
に
係
る
経
費

(２
)　
ジ
ュ
ニ
ア
ス

ポ
ー
ツ
（
子
ど
も

が
行
う
ス
ポ
ー

ツ
を
い
う
。
）
の

振
興
に
係
る
経

費

(３
)　
未
来
を
担

う
子
ど
も
の
健

や
か
な
成
長
に

資
す
る
施
策
に

係
る
経
費
の
う

ち
、
（
１
）
及

び
（
２
）
に
掲

げ
る
経
費
に
準

ず
る
も
の

17
　
鳥

取
県

緊
急

　
雇
用

　
失
業
者
に

対
す
る
短
期

の
就
業
機
会

の
提
供
及
び

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

　
れ
た
寄
附
金

を
、
当
該
施

策
の
実
施
に

要
す
る
経
費

に
充
て
る
こ

と
。

　
お
む
ね
18
歳
以

下
の
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の

読
書
環
境
の
充

実
に
係
る
経
費

(２
)　
ジ
ュ
ニ
ア
ス

ポ
ー
ツ
（
子
ど
も

が
行
う
ス
ポ
ー

ツ
を
い
う
。
）
の

振
興
に
係
る
経

費

18
　
鳥

取
県

緊
急

雇
用

　
失
業
者
に

対
す
る
短
期

の
就
業
機
会

の
提
供
及
び

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充
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創
出

事
業

臨
時

特
例

基
金

能
力
開
発
、

就
業
相
談
、

住
宅
の
確
保

そ
の
他
の
支

援
を
行
う
と

と
も
に
、
就

業
し
て
い
る

者
の
処
遇
の

改
善
等
を
支

援
す
る
こ
と

に
よ
り
、
労

働
者
の
生
活

の
安
定
を
図

る
こ
と
。

め
る
額

積
立
て

て
る
と
き
。

18
　
略

19
　
略

創
出

事
業

臨
時

特
例

基
金

能
力
開
発
、

就
業
相
談
、

住
宅
の
確
保

そ
の
他
の
支

援
を
行
う
と

と
も
に
、
就

業
し
て
い
る

者
の
処
遇
の

改
善
等
を
支

援
す
る
こ
と

に
よ
り
、
労

働
者
の
生
活

の
安
定
を
図

る
こ
と
。

め
る
額

積
立
て

て
る
と
き
。

19
　
鳥

取
県

妊
婦

健
康

診
査

支
援

基
金

　
市
町
村
が

実
施
す
る
妊

婦
健
康
診

査
事
業
の
円

滑
な
推
進
を

図
る
こ
と
。

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

一
般
会
計

歳
入
歳
出

予
算
に
計
上

し
て
当
該
基

金
に
積
立
て

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。

20
　
略

21
　
略

　
れ
た
寄
附
金

を
、
当
該
施

策
の
実
施
に

要
す
る
経
費

に
充
て
る
こ

と
。

　
お
む
ね
18
歳
以

下
の
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の

読
書
環
境
の
充

実
に
係
る
経
費

(２
)　
ジ
ュ
ニ
ア
ス

ポ
ー
ツ
（
子
ど
も

が
行
う
ス
ポ
ー

ツ
を
い
う
。
）
の

振
興
に
係
る
経

費

(３
)　
未
来
を
担

う
子
ど
も
の
健

や
か
な
成
長
に

資
す
る
施
策
に

係
る
経
費
の
う

ち
、
（
１
）
及

び
（
２
）
に
掲

げ
る
経
費
に
準

ず
る
も
の

17
　
鳥

取
県

緊
急

　
雇
用

　
失
業
者
に

対
す
る
短
期

の
就
業
機
会

の
提
供
及
び

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

　
れ
た
寄
附
金

を
、
当
該
施

策
の
実
施
に

要
す
る
経
費

に
充
て
る
こ

と
。

　
お
む
ね
18
歳
以

下
の
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の

読
書
環
境
の
充

実
に
係
る
経
費

(２
)　
ジ
ュ
ニ
ア
ス

ポ
ー
ツ
（
子
ど
も

が
行
う
ス
ポ
ー

ツ
を
い
う
。
）
の

振
興
に
係
る
経

費

18
　
鳥

取
県

緊
急

雇
用

　
失
業
者
に

対
す
る
短
期

の
就
業
機
会

の
提
供
及
び

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充
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20
　
略

21
　
略

22
　
略

23
　
略

24
　
略

25
　
略

26
　
略

27
　
略

28
　
鳥

取
県

地
域

医
療

再
生

基
金

　
県
内
の
医

療
に
係
る
課

題
の
解
決
を

図
る
た
め
、

医
療
機
能
の

強
化
、
医
師

等
の
確
保
等

を
計
画
的
に

行
う
施
策
の

実
施
に
要
す

る
経
費
に
充

て
る
こ
と
。

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

積
立
て

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。

22
　
略

23
　
略

24
　
略

25
　
略

26
　
略

27
　
略

28
　
略

29
　
略

30
　
鳥

取
県

地
域

医
療

再
生

基
金

　
県
内
の
医

療
に
係
る
課

題
の
解
決
を

図
る
た
め
、

医
療
機
能
の

強
化
、
医
師

等
の
確
保
等

を
計
画
的
に

行
う
施
策
の

実
施
に
要
す

る
経
費
に
充

て
る
こ
と
。

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

積
立
て

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。

31
　
鳥

　
子
宮
頸け
い

が
一
般
会

一
般
会
計
歳

　
当
該
基
金
の
設



17

　
取
県

ワ
ク

チ
ン

接
種

緊
急

促
進

基
金

ん
予
防
ワ
ク

チ
ン
、
ヒ
ブ

ワ
ク
チ
ン
及

び
小
児
用
肺

炎
球
菌
ワ
ク

チ
ン
の
接
種

を
促
進
し
、

感
染
症
の

予
防
を
図
る

こ
と
。

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

積
立
て

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。

32
　
鳥

取
県

住
民

生
活

に
光

を
そ

そ
ぐ

基
金

　
配
偶
者

等
か
ら
の
暴

力
に
よ
る
被

害
者
の
支

援
等
の
社

会
的
に
弱
い

立
場
に
あ
る

者
に
係
る
対

策
及
び
自
立

支
援
並
び

に
知
の
地

域
づ
く
り
の

取
組
を
実
施

し
、
住
民
生

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

積
立
て

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。

20
　
略

21
　
略

22
　
略

23
　
略

24
　
略

25
　
略

26
　
略

27
　
略

28
　
鳥

取
県

地
域

医
療

再
生

基
金

　
県
内
の
医

療
に
係
る
課

題
の
解
決
を

図
る
た
め
、

医
療
機
能
の

強
化
、
医
師

等
の
確
保
等

を
計
画
的
に

行
う
施
策
の

実
施
に
要
す

る
経
費
に
充

て
る
こ
と
。

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

積
立
て

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。

22
　
略

23
　
略

24
　
略

25
　
略

26
　
略

27
　
略

28
　
略

29
　
略

30
　
鳥

取
県

地
域

医
療

再
生

基
金

　
県
内
の
医

療
に
係
る
課

題
の
解
決
を

図
る
た
め
、

医
療
機
能
の

強
化
、
医
師

等
の
確
保
等

を
計
画
的
に

行
う
施
策
の

実
施
に
要
す

る
経
費
に
充

て
る
こ
と
。

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

積
立
て

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。

31
　
鳥

　
子
宮
頸け
い

が
一
般
会

一
般
会
計
歳

　
当
該
基
金
の
設
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29
　
略

30
　
略

31
　
略

32
　
略

別
表
第
３
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

名
称

設
置
目
的

積
立
て

等

運
用
益
金

の
整
理
又

は
処
理

処
分
事
由

　
略

３
　
鳥

取
県

後
期

高
齢

者
医

療
財

政
安

定
化

後
期
高
齢
者

医
療
の
財
政

の
安
定
化
に

資
す
る
事
業

及
び
後
期
高

齢
者
医
療
広

域
連
合
に
対

し
て
保
険
料

(１
)　

　
略
　

(２
)　

前
期

高
齢

者
交

付
金

等
及

一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

積
立
て

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。

活
の
向
上
及

び
地
域
の
活

性
化
を
図
る

こ
と
。

33
　
略

34
　
略

35
　
略

36
　
略

別
表
第
３
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

名
称

設
置
目
的

積
立
て

等

運
用
益
金

の
整
理
又

は
処
理

処
分
事
由

　
略

３
　
鳥

取
県

後
期

高
齢

者
医

療
財

政
安

定
化

後
期
高
齢
者

医
療
の
財
政

の
安
定
化
に

資
す
る
事
業

及
び
後
期
高

齢
者
医
療
広

域
連
合
に
対

し
て
保
険
料

(１
)　

略
　

(２
)　

前
期

高
齢

者
交

付
金

等
及

一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

に
積
立
て

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。
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基
金

率
の
増
加
の

抑
制
を
図
る

た
め
の
交
付

金
を
交
付
す

る
事
業
に
必

要
な
費
用
に

充
て
る
こ
と
。

 
 
び
後

期
高

齢
者

医
療

の
国

庫
負

担
金

の
算

定
等

に
関

す
る

政
令

第
19

条
第

１
項

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は
、

10
万

分
の

44
と
  

す
る
。

　
基
金

率
の
増
加
の

抑
制
を
図
る

た
め
の
交
付

金
を
交
付
す

る
事
業
に
必

要
な
費
用
に

充
て
る
こ
と
。

 
 
び
後

期
高

齢
者

医
療

の
国

庫
負

担
金

の
算

定
等

に
関

す
る

政
令

第
19

条
第

１
項

の
条

例
で

定
め

る
割

合
は
、

１
万
  

分
の

９
と
  

す
る
。

29
　
略

30
　
略

31
　
略

32
　
略

別
表
第
３
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

名
称

設
置
目
的

積
立
て

等

運
用
益
金

の
整
理
又

は
処
理

処
分
事
由

　
略

３
　
鳥

取
県

後
期

高
齢

者
医

療
財

政
安

定
化

後
期
高
齢
者

医
療
の
財
政

の
安
定
化
に

資
す
る
事
業

及
び
後
期
高

齢
者
医
療
広

域
連
合
に
対

し
て
保
険
料

(１
)　

　
略
　

(２
)　

前
期

高
齢

者
交

付
金

等
及

一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

積
立
て

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。

活
の
向
上
及

び
地
域
の
活

性
化
を
図
る

こ
と
。

33
　
略

34
　
略

35
　
略

36
　
略

別
表
第
３
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

名
称

設
置
目
的

積
立
て

等

運
用
益
金

の
整
理
又

は
処
理

処
分
事
由

　
略

３
　
鳥

取
県

後
期

高
齢

者
医

療
財

政
安

定
化

後
期
高
齢
者

医
療
の
財
政

の
安
定
化
に

資
す
る
事
業

及
び
後
期
高

齢
者
医
療
広

域
連
合
に
対

し
て
保
険
料

(１
)　

略
　

(２
)　

前
期

高
齢

者
交

付
金

等
及

一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算

に
計
上
し
て

当
該
基
金
に

に
積
立
て

　
当
該
基
金
の
設

置
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充

て
る
と
き
。
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附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。


